
柚井遺跡出土木衡の再検討

柚
井
遺
跡
出
土
木
簡
の
再
検
討

は

じ

め

に

一
九
八
五
年

一
〇
月
、
三
重
県
津
市
在
住
の
鈴
木
健
哉
氏
宅
で
、
柚
井
遺
跡

（
三
重
県
桑
名
郡
多
度
町
柚
井
一
番
割
）
出
上
の
木
簡
が
再
発
見
さ
れ
た
。　
こ
の
木

簡
は
、　
一
九
二
八
年

（昭
和
一う
と
い
う
、
極
め
て
早
い
時
期
に
出
上
し
、
同
氏

の
父
鈴
木
敏
雄
氏
の
所
有
に
帰
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
所
在
不
明
と
な
り
、

後
述
の
ご
と
く
、
近
年
６
追
究
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
物
を
見
い
出
す
に
は
至

ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
、
実
に
約
五
七
年
ぶ
り
に
、
わ
れ
わ
れ

は
、
こ
の
貴
重
な
木
筒
の
実
物
を
手
に
し
う
る
幸
運
に
め
ぐ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
実
物
に
も
と
づ
い
て
、
些
細
に
釈
文
そ
の
他
を
再
検
討
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。

以
下
は
、
付
記
に
掲
げ
る
多
く
の
人
々
の
御
教
示
に
も
と
づ
い
て
、
現
在
ま

で
に
明
ら
か
に
し
え
た
点
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
若
干
の
貧
し
い
考
察
を
述

べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

栄

原

永

遠

男

一
一　
従
来

の
経
過

そ
こ
で
ま
ず
、
柚
井
遺
跡
出
上
の
木
簡
に
か
ぎ

っ
て
、
従
来
の
経
過
を
簡
単

に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

ω
　
上
述
の
ご
と
く
、　
一
九
二
八
年
五
月
六
日
に
木
簡
二
点
が
発
見
さ
れ
、

鈴
木
敏
雄
氏
の
所
有
に
帰
し
た

（以
下
、
第
２
、
３
号
木
簡
と
称
す
る
）。　
一
方
、

同
年
二
ｉ
七
月
の
う
ち
、
五
月
六
日
以
外
の
あ
る
日
に
、
多
度
町
在
住
の
伊
東

富
太
郎
氏
に
よ
っ
て
、
も
う

一
点
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た

（以
下
、
第
１
号
木

簡
）。②

　
一
九
二
八
年
八
月
、
鈴
木
敏
雄
氏
は
、
著
作

『
三
重
県
桑
名
郡
多
度
町

大
宇
柚
井
貝
塚
誌
考

正
編
ス
油
印
版
）
に
、
第
２
号
木
簡
の
こ
と
を
簡
単
に
紹

介
し
た
。　
同
氏
は
、　
こ
の
木
簡
を

「
漁
網
ノ
浮
木
ナ
ル
ベ
ン
」
と
し
、
「上
面

二
十
数
字
フ
黒
書
セ
ツ
ト
雖
モ
初
字

「嬰
」
、
三
字
目

「郷
」、
六
字
日

「守
」

ノ
外
読
ミ
難
ツ
。」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
鈴
木
氏
は
、
そ
の
後
↓
第
２
号
木
簡
の
赤
外
線
写
真
を
撮
影
し
た
。
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そ
の
正
確
な
撮
影
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
右
著
作
の
作
成
に
近
い
こ
ろ
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
写
真
は
、
少
な
く
と
も

二
枚
焼
付
け
ら
れ
、　
一
枚
は
伊
東
富
太
郎
氏

に
送
付
さ
れ
た
。

０
　
一
九
三

一
年

（昭
和
一Ｃ

一
一
月
中
旬
、

「
史
学
地
理
学
同
孜
会
」
の
秋
季
見
学
で
、

島
田
貞
彦

。
中
村
直
勝

・
藤
田
元
春
氏
ら
が

柚
井
遺
跡
を
訪
れ
た
。
お
そ
ら
く
伊
東
富
太

郎
氏
の
案
内
で
現
地
を
見
学
し
、
同
氏
の
所

蔵
す
る
第
１
号
木
簡
を
は
じ
め
と
す
る
遺
物

を
実
見
し
た
。

島
田
氏
は
、　
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
、

翌

年

「
伊
勢
国
桑
名
郡
柚
井
貝
塚
に
就
い
て
」

ｑ
考
古
学
雑
誌
』
三
二
―
一
〇
、　
一
九
三
二
年
一

〇
月
）
を
発
表
し
た
。　
同
氏
は
、　
こ
の
論
文

の
中
で
、
第
１
号
木
簡
に
つ
い
て
、
「更
に

興
味
あ
る
こ
と
は
長
さ
六
寸
五
分
、
幅
八
分

全
痛
板
の
上
下
両
端
に
切
込
み
あ
る
も
の
に

次
の
墨
書
が
あ
る
。」
と
し
て
、

櫻
樹
郷
守
部
春
季
神
代
者

一
斜

と
い
う
釈
文
を
示
し
、　
つ
づ
い
て
、
「
明
か
に
社
寺
に
供
献
し
た
米
穀
の
表
札

で
あ
る
。
こ
れ
亦
た
文
体
か
ら
推
し
て
下
降
的
年
次
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
立

証
せ
ら
れ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
右
の
釈
文
は
、　
出
土
後
か
な
り
早
い
時
期

に
読
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
点
で
、
注
意
を
要
す
る
。

⑭
　
伊
東
富
太
郎
氏
所
蔵
ｏ
第
１
号
木
簡
は
、
そ
の
後
、
一
九
五

一
年

（昭
和

二
六
）
三
ｉ
四
月
、
国
立
博
物
館
奈
良
分
館

（奈
良
国
立
博
物
館
）
に
お
い
て
開

催
さ
れ
た

「
三
重
考
古
展
」
に
、
他
の
遺
物
と
と
も
に
出
展
さ
れ
た
。
同
館
発

行
の

『
二
重
考
古
展
目
録
』
（同
年
三
月
十
五
日
発
行
）
に
、
「墨
書
木
札
」
と
し

て
あ
げ
ら
れ
、
「櫻
樹
郷
□
□
春
日
」
と
い
う
釈
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。

⑤
　
右
の
考
古
展
を
機
に
、　
一
九
五
四
年

（昭
和
二
九
）
三
月
、　
三
重
県
赦

育
委
員
会
に
よ
っ
て
、

『
三
重
考
古
図
録
』
Ｃ
一重
県
教
科
書
供
給
所
発
行
）
が
刊

行
さ
れ
た
。
同
書
に
は
、
第
１
号
木
簡
の
約
六
三
％
大
の
写
真
や
、
簡
単
な
解

説
と
と
も
に
、
「桜
樹
郷
団
一部
春
閃
一□
□
□

一
斜
」
と
い
う
釈
文
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
（図
版
８４
の
７
、
七
一ハ
ペ
ー
ジ
）。
①
の
考
古
展
と
本
書
に
よ
っ
て
、
第
１

号
木
筒
の
存
在
は
、
広
く
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

⑥
　
一
九
五
五
年

一
〇
月
、
第
１
号
木
簡
と
、
そ
の
他
の
伊
東
氏
所
蔵
の
柚

井
遺
跡
出
土
遺
物
は
、
京
都
国
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

０
　
木
簡
学
会
で
は
、
そ
の
情
報
収
集
活
動
の
一
環
と
し
て
、
早
い
時
期
の

木
簡
出
土
例
の
追
跡
調
査
を
行
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
柚
井
遺
跡
出
土
木
簡
は
、

筆
者
が
担
当
し
た
。　
一
九
七
八
年
当
時
、
柚
井
遺
跡
出
上
の
木
簡
は
、
第
１
号

木
簡

一
点
の
み
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
鈴
木
敏
雄
氏
に
よ
っ
て
早
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く
報
告
さ
れ
て
い
た
第
２
号
木
衡
に
つ
い
て
は
、
発
表
の
場
が
少
部
数
の
油
印

版
で
あ

っ
た
こ
と
も
あ
り
、　
一
般
に
は
、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
忘
れ
ら
れ
て
い

た
。①

　
追
跡
調
査
の
過
程
で
、
伊
東
春
夫
氏

（富
太
郎
氏
令
孫
）
宅
で
、
②
で
前

述
し
た
第
２
号
木
筒
の
写
真

一
枚
が
見
い
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
第
１

号
木
簡
と
は
別
に
、
第
２
号
木
簡
の
存
在
が
確
実
と
な
っ
た
。

⑨
　
こ
の
第
２
号
木
筒
の
実
物
を
求
め
て
、
鈴
木
健
哉
氏

（敏
雄
氏
二
男
）
の

御
好
意
で
、
同
氏
宅
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
鈴
木
敏
雄
氏
の
収
集
遺
物
を
、
調
査

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
、
遂
に
、
第
２
号
木
簡
を
見
い
出
す
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
だ
が
、
第
２
号
木
簡
の
出
土
事
情
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
の
存

在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
従
来
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
第
３
号

木
簡
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

⑩
　
以
上
の
調
査
結
果
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
考
察
は
、　
一
九
七
九
年

一
二

月
二
日
、
第

一
回
木
簡
学
会
大
会

（於
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
）
で
口
頭
報
告

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
調
査
成
果
と
と
も
に
、
い
く
つ
か

の
文
章
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
「

①
　
そ
の
後
も
、
第
２
号
木
簡
の
実
物
を
八
方
捜
し
た
が
、
杏
と
し
て
行
方

は
判
明
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
冒
頭
に
も
か
れ
た
よ
う
に
、　
一
九
八
五
年

一
〇
月
、
鈴
木
健
哉
氏
に
よ
っ
て
、
御
自
宅
か
ら
つ
い
に
実
物
が
再
発
見
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
柚
井
遺
跡
出
土
木
簡
に
関
す
る
、
従
来
の
経
過
の
概
略
で
あ
る
。

鈴
木
健
哉
氏
か
ら
連
絡
を
い
た
だ
い
た
わ
た
く
し
は
、
た
だ
ち
に
同
氏
宅
に
お

う
か
が
い
し
、
第
２
号
木
簡
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
、
同
氏
の

御
好
意
に
よ
り
、
木
衛
お
よ
び
こ
れ
と
共
に
再
発
見
さ
れ
た
鈴
木
敏
雄
氏
の
ノ

ー
ト
を
、
拝
借
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
こ
で
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
御
好
意
で
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
に
よ
っ

て
、
釈
文
の
検
討
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
伊
東
春
夫
氏
と
京
都
国
立
博
物
館
の

御
許
可
を
得
て
、
第
１
号
木
簡
を
拝
借
し
、
第
１
号

・
第
２
号
木
簡
を
比
較
検

討
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。

〓
一　
検
討

の
結
果

第
２
号
木
簡
の
現
物
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明
し
た
点
を
、
次
に
述

べ
よ
う
。

１
　
第
２
号
木
簡
の
形
状

ま
ず
、
法
量
に
つ
い
て
、
従
来
は
、
伊
東
春
夫
氏
宅
に
あ

っ
た
写
真
の
裏
面

の
書
込
み

（伊
束
富
太
郎
氏
の
筆
跡
）
が
、
唯

一
の
手
掛
り
で
あ

っ
た
。
そ
の
書

込
み

巾  長 と
/~~本~~＼     ヤま
下 中 上 六

｀

寸
六 六 六 二
分 分 分 分
四 ノ` 四
厘 厘 厘
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厚

一
弾
十
一一一分
」
厘

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
実
物
に
つ
い
て
計
測
す
る
と
、
図
１
の

よ
う
な
荻
値
が
得
ら
れ
た
。

表
一暴
両
面
は
刃
物
で
調
整
し
て
い
る
。
表
面

（墨
書
の
あ
る
面
）
の
方
が
、
調

整
は
て
い
ね
い
で
、
裏
面
は
や
や
雑
に
削
ら
れ
て
い
る
。

側
面
は
、
も
と
の
大
き
な
材
を
、
木
日
に
沿

っ
て
割

っ
て
か
ら
、
簡
単
に
刃

物
で
調
整
し
て
い
る
。
左
右
両
側
面
と
も
、
や
や
斜
め
に
割
れ
た
た
め
、
表
面

の
幅
よ
り
裏
面
の
幅
の
方
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
割

っ
た
あ
と
の
調
整
は
雑

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
割
れ
日
の
木
日
に
沿

っ
て
生
じ
る
凹
凸
の
凸
部
の
み
が

削
ら
れ
、
凹
部
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
左
右
両
側
面
と
も
多
い
。

ま
た
、
右
側
面
の
割
れ
は
、
下
方
で
右
に
張
り
出
す
傾
向
を
も
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
ほ
ば
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

上
端
は
圭
頭
状
に
調
整
し
て
い
る
。
し
か
し
、
頂
点
の
稜
は
、
中
央
か
ら
左

に
ニ
ミ
リ
ほ
ど
ず
れ
て
い
る
。
ま
た
、
左
側
面
で
は
、
刃
物
は
木
目
に
直
角
に

あ
て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
右
側
面
で
は
、
裏
面
側
に
や
や
傾
い
て
あ
て
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
頂
点
に
で
き
る
稜
線
は
、
表
面
か
ら
裏
面
方
向
に
行
く

ほ
ど
、
右
方
向
に
そ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

下
端
は
、
平
頭
に
調
整
し
て
い
る
。
下
端
面
の
四
周
に
、
面
取
り
の
よ
う
に

切
込
み
が
入
っ
て
い
る
。
そ
の
状
況
か
ら
み
て
、
も
と
は
さ
ら
に
長
い
材
で
あ

っ
た
も
の
を
、
四
月
か
ら
切
込
み
を
入
れ
て
か
ら
折
り
取
り
、
そ
の
後
、
折

っ

た
部
分
を
調
整
し
た
と
み

ら
れ
る
。

上
下
両
端
近
く
の
左
右

に
、
合
計
四
つ
の
切
込
み

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
斜

め
上
方
と
斜
め
下
方
の
二

方
向
か
ら
、
刃
物
で
何
回

か
切
込
み
、
両
方
向
か
ら

の
切
込
み
が
交
差
し
、
三

角
形
の
木
片
が
完
全
に
切

取
ら
れ
る
以
前
の
適
当
な

と
こ
ろ
で
、
間
の
木
を
折

り
取

っ
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
切
込
み
は
い
ず
れ
も

裏    表
図 1 第 2号木簡の法量
(単位はミリメートル)

上端左側         上端右側

写真 2 切込みの状況
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三
角
形
を
塁
し
て
お
ら
ず
、
台
形
状
と
な
っ
て
い
る

（写
真
２
）。
間
に
は
、
折

り
残
し
と
刃
物
の
あ
と
が
残

っ
て
い
る
。
切
込
み
作
業
が
も
っ
と
も
う
ま
く
石

な
わ
れ
た
の
は
、
下
端
左
方
で
、
ほ
ぼ
三
角
形
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
も
、　
一
部
に
折
り
残
し
が
あ
る
。

以
上
か
ら
、
第
２
号
木
簡
の
材
の
作
り
方
は
、
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
と
想
定

さ
れ
る
。

も
と
の
材
は
、
左
右
と
下
方
に
さ
ら
に
続
い
て
い
た
ら
し
い
。
上
方
に
も
続

い
て
い
た
か
否
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
も
と
の
材
を
、
木
目

に
そ

っ
て
細
長
く
割

っ
た
。
そ
の
幅
は
、
大
体
第
２
号
木
簡
の
幅
程
度
で
あ

っ

た
。
こ
の
細
長
い
材
の
う
ち
の
一
本
の
適
当
な
と
こ
ろ
に
、
刃
物
で
傷
を
つ
け
、

折
り
取

っ
た
。
折
り
取

っ
た
材
の
上
下
面
、
左
右
両
側
面
を
調
整
し
、
上
端
は

圭
頭
に
、
下
端
は
平
頭
に
調
整
し
た
。

２
　
第
２
号
木
簡
の
材
質

樹
種
の
確
定
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
針
葉
樹
の
材
で
あ
る
。

３
　
第
２
号
木
簡
の
墨
書

今
回
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
そ
の
他
の
方
法
で
、
多
く
の
方
々
の
御
教
示
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
第
２
号
木
簡
の
釈
文
は
、
次
ベ
ー
ジ
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

１
２

（釈
文
の
文
字
番
号
、
以
下
同
じ
）
の
偏
は
、　
墨
が
非
常
に
う
す
れ
て
お

り
、
肉
眼
で
は
、
か
す
か
に
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
写

真
３
１
くａ，
⑪
の
ご
と
く
、
い
ず
れ
も
木
偏
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。

２
は
、
写
真
３
１
①
の
ご
と
く
、
省
画
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
く
ず

▼ザ、

〔楽〕

〔題〕

図2「楽」「題」「顔」の字体
(『五磯宇類』より)

叛

貌

数
〔顕〕

男愛

ち

よ
手
■

ム

Ц

し
も
激
し
い
。　
前
稿
で
は
、
「
樹
」
の
具
体
字
と
し
た
が
、　
断
定
を
ひ
か
え
た

４

（写
真
３
１
①
）
の
上
部
に
は
、
後
次
的
な
キ
ズ
が
大
き
く
入

っ
て
お
り
、

判
読
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
小
さ
な
キ
ズ
も
多
く
、
墨
痕
か
否
か
見
き
わ
め

に
く
い
。
可
能
性
と
し
て
は

「
案
」
「
楽
」

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。　
し
か
し
、

右
上
か
ら
左
下

へ
斜
め
に
平
行
に
走
る
二
本
の
線
は
、
キ
ズ
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
。
そ
う
す
る
と
、
「
案
」

で
は
な
い
可
能
性
が
強
く
な
る
。　
こ
の
二
本
の

線
を
、
キ
ズ
と
し
て
取
り
去
る
と
、
図
２
の
よ
う
な

「
楽
」
の
く
ず
れ
た
字
体

に
近
く
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
「
楽
」

の
可
能
性
が
あ
る
が
、　
な
お
断
定
は
さ

け
た
い
。

８

（写
真
３
１
ω
）
の
芳
は
、
明
瞭
に
オ
オ
ガ
イ
で
あ
る
。
問
題
は
偏
で
あ
る
。



櫻

樹

郷

□

頭

守

部

□

代

柳

一

石

□

五

百

□

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１

２

３

４

５

６

(g) 写真 3 第 2号木簡
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1櫻

2樹

3狙[

4守

5部

6春

7□

8□

9□

10糊

11-

12斜

写真 4 第 1号木簡



偏

の
上
半
分
を

「
日
」
と
み
る
と
、
図
２
の
よ
う
な

「
顕
」
や

「
題
」
の
字
体

の

一
つ
に
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
と
く
に

「
題
」
の
場
合
、

偏

の
下
半
分
の
第
二
画
の
タ
テ
棒
が
、
左
に
よ
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え

る
。
ま
た
、
偏
の
上
半
分
の

「
日
」
と
し
た
部
分
の
第
二
画
に
あ
た
る
部
分
は
、

７

「部
」
の
最
終
画
の
か
え
し
の
可
能
性
も
、
な
お
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
日
」
と
し
て
も
、
そ
の
第
三
画
や
第
四
画
の
左
端
が
、
不
自
然
に
左
に
出
て

い
る
点
も
気
に
か
か
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
勘
案
す
る
と
、
な
お
判
読
は
困
難
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
上
述
し
た
島
田
貞
彦
氏
の
釈
文
の

「神
」
で

は
な
い
。

１０
は
、
前
稿
で
は

「
米
」
と
し
た
が
、
写
真
３
１
●
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
糎
」
で
あ
る
。

‐３
を
‐６
は
ヽ
前
稿
で
は
日
日
日
□

と
し
、
「
約
四
文
字
ぐ
ら
い
あ
る
よ
う
に

み
え
る
が
、　
さ
だ
か
で
は
な
い
。」
と
し
た
。
し
か
し
、

写
真
３
１
０
⑪
の
よ

う
に
、
四
文
字
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
Ｍ
、
１５
は

「
五
百
」

で
あ
る
と
判
明
し
た
。

な
お
、
伊
東
氏
宅
か
ら
発
見
さ
れ
た
写
真
は
、
表
面
の
み
を
写
し
た
も
の
で

あ

っ
た
。
こ
の
た
め
、
裏
面
に
文
字
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
今
回
の
検
討
に
よ
る
と
、
一異
面
に
は
、
墨
痕
は
確
認
で
き
な
か

っ
た
。

３
　
第
１
号
木
簡
の
検
討

第
１
号
木
簡
を
、
今
回
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
に
よ

っ
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し

た
結
果
、
前
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
釈
文
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

２
は
、
写
真
４
１
⑪
の
よ
う
に
、
樹
の
異
体
字

「樹
」
を
用
い
て
い
る
こ
と

が
、
改
め
て
確
か
め
ら
れ
た
。

７
の
部
分
は
、
写
真
４
１
①
の
よ
う
に
、
腐
蝕
が
進
ん
で
い
て
判
然
と
し
な

い
。　
し
か
し
、
島
田
貞
彦
氏
の
釈
文
に
あ
る

「
季
」
や
、
ヨ
一重
考
古
図
録
』

の
釈
文

「
人
」
で
は
な
い
。
扁
と
芳
の
あ
る
文
字
の
よ
う
で
あ
る
。

８
９
の
部
分
は
、
写
真
４
１
①
①
の
よ
う
に
、
腐
蝕
が
激
し
く
、
墨
は
ほ
と

ん
ど
の
こ
っ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
島
田
氏
の
釈
文
に
あ
る

「神
代
」
に

つ
い
て
は
、
否
定
も
肯
定
も
で
き
な
い
。

１０
は
、
前
稿
の
段
階
で
は
読
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
第
２
号
木
筒
と
の
比

較
か
ら
、
写
真
４
１
０
の
よ
う
に
、
「糎
」
で
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
若
千

の
考
察

以
上
の
検
討
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
墨
書
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

１
　
木
簡
の
性
格

第
１
号
木
簡
と
第
２
号
木
簡
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
書
風
の
違
い
は
大
き

い
が
、
記
載
内
容
や
形
態
に
は
、
共
通
す
る
点
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
④

「櫻

樹
郷
」
と
い
う
地
名
を
記
す
こ
と
、
ま
た
、
ω
同
郷
か
ら
書
き
出
し
て
国
郡
名

を
省
い
て
い
る
点
、
い
人
名
の

「守
部
」
が
共
通
す
る
こ
と
、
①
物
品
が
と
も

に
粗
で
、
同
じ
く

一
外

（石
）
の
荷
に
付
け
ら
れ
た
荷
札
で
あ
る
こ
と
、
①
上
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端
部
を
圭
頭
状
に
整
形
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
二
点
の
木
簡
は
、
前
稿
で
も
指
摘
し
た
ご
と
く
、
違
う
日
に
、
し
た
が

っ
て
別
々
の
場
所
か
ら
出
上
し
た
。
内
容
的
に
関
係
の
深
い
二
点
の
木
簡
が
、

別
々
の
場
所
か
ら
出
土
し
た
点
か
ら
み
て
、
両
者
は
、
偶
然
の
混
入
と
み
る
よ

り
も
、
柚
井
遺
跡
と
内
容
的
に
関
連
す
る
も
の
で
あ

っ
た
可
能
性
が
強
い
。

柚
井
遺
跡
か
ら
は
、
「
平
安
」
「
宅
安
」
「
大
富
」
「
萬
」
な
ど
の
吉
祥
句
を
墨

書
し
た
灰
釉
陶
器
や
、
火
き
り
日
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
木
製
の
舟
、
木
製
の
鳥
の

頭
部
、
銅
鏡
、
斎
串
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
祭
祀
関
係
の
遺
跡
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
位
置
関
係
か
ら
み
て
、
多
度
山
信
仰
や
多
度
神
社
と

深
い
関
係
に
あ

っ
た
遺
跡
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
性
格
の
遺
跡
と
関
係
の
あ
る
こ
れ
ら
の
木
簡
も
、
柚
井
遺
跡
で

行
な
わ
れ
た
祭
祀
と
、
何
ら
か
の
関
係
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の

こ
と
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
点
を
次
に
検
討
し
た
い
。

２
　
「
□
頭
」
（第
２
号
木
簡
）

上
述
の
ご
と
く
、
第
２
号
木
簡
の
４
は
、
「楽
」

の
可
能
性
が
あ

っ
た
。　
も

し
こ
れ
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
と
、
「守
部
」

英
は

「楽
頭
」

で
あ

っ
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の

「楽
頭
」
は
、
柚
井
遺
跡
や
多
度
神
社
で
行
な
わ
れ
た
祭
祀
行

為
に
と
も
な
う
神
楽
の
奉
納
と
、
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

守
部
氏
と
音
楽
と
の
関
係
を
、
直
接
示
す
史
料
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。
し
か

し
、
天
平

一
五
年
（七
四
一う

七
月

一
二
日

「
中
官
職
移
」
ら
大
日
本
古
文
書

（編

年
産
八
巻
二
一
九
頁
、
以
下
八
十
二
一
九
の
よ
う
に
略
す
）、
同

一
三
日

「中
宮
職
移

案
」
（八
十
二
二
〇
）
は
、
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
同
月
八
日
付
の

皇
后
官
職
の
移
を
う
け
て
、
中
宮
職
か
ら
皇
后
宮
職
に
、
二
回
に
わ
け
て
送
ら

れ
た

「音
声
舎
人
」
の
送
状
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
二
回
日
の
一
三
日
送
付

分
七
人
の
中
に
、
「守
馬
養
」
と
い
う
人
物
が
み
え
て
い
る
。

こ
れ
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
「高
一灘
楽
人
貢
文
」
（
八
十
二
二
こ
と

題
さ
れ
る
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
高
一麗
楽
人
二
五
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

が
、　
そ
の
性
格
は
明
ら
か
で
な
く
、
「貢
文
」

と
な
し
う
る
か
確
証
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
文
書
の
日
付
が
、
天
平

一
五
年
七
月

一
三
日
で
あ
る
点
は
注
意

さ
れ
る
。
こ
の
日
は
、
上
述
の

「音
声
舎
人
」
の
第
二
回
日
の
送
付
日
と
同
じ

な
の
で
あ
る
。

し
力、
も
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
同
じ
日
付
を
も
つ

「中
宮
職
移
案
」
と

こ
の

「高
一麗
楽
人
貢
文
」
の
背
面
が
、
と
も
に

「
一
切
経
間
校
帳
」
（
八
十
二
〇

〇
ィ
）
の
第

一
紙
、
第
二
紙
と
し
て
、
続
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
両
文
書
が
、
二
次
的
利
用
、
す
な
わ
ち

「
一
切
経
間
校
帳
」
作
成
の
際
に

貼
継
が
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
貼
継
が
れ
て
い
た
も
の
を
、

そ
の
ま
ま
二
次
利
用
し
た
の
か
、
い
ず
れ
か
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
。
し
か
し
、

こ
の
両
文
書
が
、
相
互
に
関
連
を
も
つ
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
天
平

一
五
年
七
月
の
お
そ
ら
く
中
下
旬
ご
ろ
、
皇
后

宮
職
の
関
係
す
る
何
ら
か
の
行
事
が
、
行
な
わ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
ら
し

い
。
そ
の
要
員
と
し
て
、
翌
日
声
舎
人
」

一
九
人
や

「高
一麗
楽
人
」
二
五
人
が
、

皇
后
官
職
に
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。　
し
た
が

っ
て
、
翌
日
声
舎
人
」
は
、



高
麗
楽

↑
」
れ
の
み
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
が
）
の
演
奏
に
あ
わ
せ
て
、
合
唱
し

た
の
で
は
な
か
る
う
か
。

こ
の

「
音
声
舎
人
」
の
一
人
に
、

「
守
馬
養
」

と
い
う
人
物
が
見
え
る
こ
と

は
、
注
目
さ
れ
る
。
彼
が

「音
声
舎
人
」
と
な

っ
た
の
は
、
歌
唱
力
と
い
う
個

人
的
資
質
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、　
一
面
で
、

守
部
氏
と
音
楽
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
０

つ
ぎ
に
、
「多
度
神
官
寺
伽
藍
縁
起
資
財
囁
」

に
注
目
し
た
い
。　
こ
れ
に
は

「
楽
具
」
の
頂
が
あ
り
、
大
鼓

一
面
以
下
を
列
挙
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、

延
暦
ご
ろ
、
多
度
神
社
に
楽
人
が
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
楽
頭
の
存
在
も
想
定
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、　
元
禄

一
一
年

（
三
ハ
九
八
）
に
、　
尾
張
国
津
島
神
社
の

神
官
で
あ

っ
た
真
野

（藤
浪
）
時
縄
が
著
し
た

『多
度
大
神
本
縁
略
記
』
も
注

意
さ
れ
る
。
そ
の
下
巻
の

「年
中
行
事
」
の
項
に
よ
る
と
、
正
月
元
日
、
同

一

五
日
、
二
月

一
五
日
、
三
月
三
日
、
七
月
七
日
の
祭
礼
に

「神
楽
」
が
奉
納
さ

れ
た
、
と
あ
る
。

ま
た
、　
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）
、　
元
多
度
神
社
神
主
平
野
直
隆
が
著
し
た

『多
度
神
社
大
祭
御
神
事
規
式
鍮
』
は
、
五
月
五
日
の
祭
礼
の
次
第
を
記
し
た

も
の
で
あ
る
。　
そ
の
な
か
に
、
コ

同
三
日
ノ
夜
な
五
日
迄
大
神
楽
奏
進
ヲ
初

メ
候
事
、
是
モ
三
日
な
熱
田
ノ
神
楽
役
ノ
モ
ノ
ト
モ
罷
越
候
テ
ハ
物
入
等
多
分

二
相
懸
り
侯

二
付
未
今

ハ
四
日
ノ
夜
な
五
日
終
日
奏
進
ス
ル
也
」
と
い
う

一
節

が
み
え
、
大
神
楽
の
奏
進
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
著
作
は
、
と
も
に
江
戸
時
代
の
も
の
で
、
永
禄

・
元
亀

の
多
度
神

社
焼
失
以
後

の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
以
前
に
、
こ
れ
ら
の
書
物

に
記
さ
れ
る
よ
う
な
神
楽
の
奉
納
が
あ

っ
た
か
否
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
し

か
し
、
多
度
神
社
の
祭
礼
と
神
楽
と
の
関
係
ま
で
否
定
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

以
上
か
ら
、
多
度
神
社
に
は
、
九
世
紀
ご
ろ
か
ら
楽
人
が
お
り
、
楽
頭
が
存

在
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
柚
井
遺
跡
は
多
度
神
社
と
関
係
が
深
い
。

こ
の
点
か
ら
み
て
、
柚
井
遺
跡
か
ら
楽
頭
に
関
す
る
木
簡
が
出
土
す
る
こ
と
は
、

大
い
に
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。

３
　
「
神
代
」
と

「
□
代
」

前
述
の
ご
と
く
、
島
田
貞
彦
氏
に
よ
る
第
１
号
木
簡
の
釈
文
は
、
出
土
後
旱

い
時
期
に
実
見
し
て
読
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
点
で
、
簡
単
に
は
無
視
し
が
た
い
。

そ
こ
に
お
い
て
島
田
氏
が
、
８
９
を

「神
代
」
と
読
ん
で
い
る
点
は
、
注
意
を

要
す
る
。

こ
の
部
分
は
、
現
状
で
は
腐
蝕
が
ひ
ど
く
、
墨
が
ほ
と
ん
ど
残

っ
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
、
島
田
氏
の
釈
文
は
全
く
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
六
年
の

実
見
当
時
は
、
現
在
よ
り
も
よ
く
読
め
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
「神

代
」
と
い
う
釈
文
は
、
否
定
も
肯
定
も
し
え
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ

∠や
。こ

の
，点
で
注
意
す
べ
き
は
、
前
述
し
た
平
野
直
隆
の

『多
度
神
社
大
祭
御
神

事
規
式
簿ィ
』
で
あ
る
。
そ
の
中
で
平
野
直
隆
は
、
肱
江
村
に

「神
代
」
と
い
う

職
名
の
神
人
が
い
た
こ
と
を
述
べ
、
五
月
五
日
の
大
祭
の
児
は
、
永
禄
以
前
は



柚井遺跡出土木簡の再検討

「神
代
」
が
勤
め
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の

「神
代
」
の
こ
と
は
、

天
保
五
年

（
一
八
一一西
）
八
月
の

『多
度
大
神
宮
由
緒
書
』
に
も
、
「神
代
児
馬

上
下
肱
江
村
な
出
候
事

嗣
卸
種
墾
酔
人
」
と
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
よ
り
古

い

『多
度
大
神
本
縁
略
記
』
に
は
み
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
現
在
ま
で
の
と

こ
ろ
、
永
禄
以
前
に
、
「神
代
」

な
る
神
人
が
存
在
し
た
確
証
は
見
い
だ
せ
な

い
。
し
か
し
、
島
田
氏
の
釈
文
と
姑
比
す
る
と
き
、
興
味
深
い
職
名
で
あ
る
。

一
方
、
第
２
号
木
簡
に
は
、
９

「代
」
と
い
う
文
字
が
み
え
る
。
し
か
し
、

８
は

「神
」
で
は
な
い
。　
８
は
判
読
し
が
た
い
が
、
「
顕
」

の
字
体
の
一
つ
と

似
て
い
る
（写
真
３
１
①
）。
も
し

「
顕
」
と
す
る
と
、
「守
部
顕
代
」
と
い
う
人

名
の
可
能
性
も
出
て
く
る
。　
し
か
し
、
「
顕
」
と
断
定
は
で
き
な
い
。
上
述
の

ご
と
く
、
「題
」
そ
の
他
の
可
能
性
も
あ
る
。

「
□
代
」
は
人
名
で
は
な
く
、
下
に
つ
づ
け
て

「
□
代
糎
」
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
第
１
号
木
衛
の
島
田
氏
の
釈
文
の

「神
」
が
お
か
し
く
、

第
２
号
木
簡
と
同
じ
く

「
□
代
糎
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

今
の
段
階
で
は
、
確
言
を
避
け
ざ
る
を
え
な
い
。

五
　
む
　
す
　
び

以
上
、
第
２
号
木
簡
の
現
物
の
出
現
に
と
も
な
っ
て
、
第
１
号

。
第
２
号
木

簡
の
両
方
に
つ
い
て
行
な
っ
た
調
査
の
結
果
を
示
し
、
若
千
の
考
察
を
述
べ
た
。

最
後
に
、
今
後
の
課
題
を
提
示
し
て
、
本
稿
を
終
り
た
い
。

ま
ず
第

一
に
、
両
木
簡
の
釈
文
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
試
み
た
モ

ノ
ク
ロ
写
真

・
赤
外
線
写
真

。
赤
外
線
テ
レ
ビ
以
外
の
方
法
が
開
発
さ
れ
れ
ば
、

そ
れ
に
よ

っ
て
、
不
明
の
文
字
が
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
。　
一
方
、
両
木
簡
の

出
土
後
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
の
写
真
や
記
録
を
見

つ
け
出
す
こ
と
も
、
大
切

で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
現
在
で
は
全
く
読
め
な
い
か
、
も
し
く
は
極
め

て
読
み
に
く
く
な

っ
て
い
る
文
字
に
関
す
る
手
掛
り
が
、
得
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。

第
二
に
、
柚
井
遺
跡
や
多
度
神
社
、
守
部
氏
な
ど
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
中

で
、
手
掛
り
が
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
柚
井
遺
跡
で
行
な
わ
れ
た
祭
祀
の

実
態
、
多
度
神
社
の
古
い
時
点
で
の
祭
礼
の
具
体
相
、
守
部
氏
と
い
う
氏
族
の

性
格
と
柚
井
遺
跡

・
多
度
神
社
と
の
か
か
わ
り
、
な
ど
の
諸
点
を
追
究
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
う
。

第
二
に
、
第
３
号
木
筒
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
検

討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
墨
書

の
有
無
も
含
め
て
、
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

注ω
　
こ
の
文
献
は
、　
そ
の
後
、
『
二
重
県
考
古
誌
考
１
　
桑
名
郡
多
度
町
柚
井
貝
塚
誌

考
　
全
』
（
二
重
県
郷
土
資
料
叢
書
３３

　ヽ
一
九
七
一
年
九
月
）
と
し
て
活
字
化
さ
れ

た
。

②
　
栄
原
ａ
「
柚
井
遺
跡

（
一
九
七
七
年
以
前
出
上
の
木
簡

⑪
ど

（
『
木
簡
研
究
』
創

刊
号
、　
一
九
七
九
年
十

一
月
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飩

＜
　
　
同
ｂ

「
柚
井
遺
跡
出
上
の
木
簡
」
３
木
簡
研
究
』
２
、　
一
九
八
〇
年
十

一
月
）



同
ｃ
「
守
部
小
考
―
柚
井
遺
跡
出
土
木
簡
の
検
討
―
」
（
大
阪
市
立
大
学

『
人
文

研
究
』
三
三
十
十
二
、　
一
九
八
二
年
三
月
）

同
ｄ

「
柚
井
遺
跡
と
林
魁

一
論
文
」
ら
三
童
の
古
文
化
』
五
五
、　
一
九
八
六
年
三

月
）な
お
、
本
稿
で
前
稿
と
称
す
る
の
は
、
ｂ
論
文
で
あ
る
。

①
　
文
書
名
は

「
中
宮
職
移
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ω
　
こ
の
資
財
帳
の
史
料
批
判
に
つ
い
て
は
、
水
谷
悌
二
郎

「
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起

井
資
財
帳
考
」
３
画
説
』
三
、　
一
九
二
七
年
）
、
同

「
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
丼
資

財
帳
考

（改
訂
稿
産

（
『
三
重
の
文
化
』
十
四
、　
一
九
五
八
年
）、　
盛
田
信
義

「
『
多

度
神
官
寺
伽
藍
縁
起
井
資
財
帳
』
の
史
料
的
価
値
を
め
ぐ

っ
て
」
３
文
化
史
学
』
三

二
、　
一
九
七
六
年
）、
矢
野
建

一
「
『
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
弄
資
財
帳
』
の
史
料
的

特
質
」
ら
地
方
史
研
究
』

一
四
七
号
、　
一
九
七
七
年
）
な
ど
赤
照
。

け
一　
神
宮
文
庫
に
寛
延
元
年

（
一
七
四
八
）
の
写
本
を
蔵
す
る

（第

一
門
Ь
留
ｏ
号
）。

筆
者
真
野
時
綱
に
つ
い
て
は
、
服
部
知

一
「
真
野
時
綱
の
研
究
」
３
皇
学
』

一
十
五
、

二
十

一
、
二
、　
一
九
二
三
ぞ
四
年
）
参
照
。

⑥
　
『
日
本
祭
礼
行
事
集
成
』
第
二
巻

（
一
九
七
〇
年
）
所
収
。

⑦
　
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、　
二
月
五
日
の
祭
礼
の
大
神
楽
奏
進
に
、
熱
田
神
官

か
ら

「
神
楽
役
ノ
モ
ノ
ト
モ
」
が
来
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
は
、
き
わ
め
て
興

味
が
か
い
。
『張
州
府
志
』

五
巻
の
熱
田
神
宮
の
祠
官
の
項
に
よ
る
と
、　
同
社
の
大

内
人
は
、
守
部
宿
祢
を
称
し
て
い
た
、
と
あ
る
。
『
塩
尻
』
十
二
、　
十
四
に
も
、　
同

じ
こ
と
が
み
え
る
。
ま
た
、
同
神
官
に
は
、
治
承
二
年

（
一
一
七
八
）
等
の
修
理
銘

を
も
つ
舞
楽
面
が
、
計
十

一
面
伝
わ
っ
て
お
り

（野
間
清
六

『
日
本
仮
面
史
』

一
九

五
を
六
ペ
ー
ジ
）、
楽
所
機
構
が
そ
な
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（林
屋
辰

三
郎

『
中
世
芸
能
史
の
研
究
』

二
四
八
―
九
ペ
ー
ジ
）。　
こ
の
大
内
人
守
部
宿
祢
と

無
踏

・
音
楽
と
の
か
か
わ
り
は
男
ら
か
で
な
い
が
、
「
楽
頭
守
部
」

に
つ
い
て
の
手

掛
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
熱
田
神
官
の

「
神
楽
役
ノ
モ
ノ
ト
モ
」
が
、

い
つ
か
ら
多
度
神
社
の
祭
礼
に
関
係
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
明
ら

か
に
し
が
た
い
。

③
　
注
⑥
に
同
じ
。

⑨
　
第
３
号
木
簡
に
つ
い
て
は
、
注
②
拙
稿
ｂ
に
写
真
を
掲
げ
、
簡
単
な
説
明
を
加
え

て
お
い
た
が
、
も
と
よ
り
不
十
分
で
あ
る
。

〔付
記
〕

本
稿
は
、　
一
九
八
五
年

一
二
月
八
日
、
木
簡
学
会
第
七
回
大
会
に
お
い
て
、

「
柚
井
遺
跡
出
土
木
簡
補
考
」
と
題
し
て
報
告
し
た
も
の
に
、
若
千
の
補
訂
を
加
え

て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
が
な
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
多
方
面
の
御
協
力
と
御
教
示
を
い
た
だ
い

た
。
綾
村
宏

・
伊
東
春
夫

・
狩
野
久

・
岸
俊
男

・
鬼
頭
清
明

・
佐
藤
宗
諄

・
鈴
木
健

哉

・
館
野
和
己

・
寺
崎
保
広

・
橋
本
義
則

・
京
都
国
立
博
物
館

・
奈
良
国
立
文
化
財

冴
究
所
。
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。
と
り
わ
け
、
本
稿
作
成
の
機
縁
と
実
物
を
検

討
す
る
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
、
第
２
号
木
簡
の
所
蔵
者
鈴
木
健
哉
氏
に
、
あ
ら

た
め
て
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
一
九
八
六
年
九
月
十
九
日
成
稿
）




